
河川利用のマナーについて（お願い） 

 河川は、自由使用（誰でも自由に利用できる）が基本
（※）で、河川管理者が 直ちに 行為を禁止することは

しませんが、地域にお住まいの方々や、他の利用者
の気持ちにも十分配慮をお願いします。  
 
 
 

 ラジコンやモーターハングライダー等の騒音で
沿川住民の方が困っている、というご意見をいた
だいています。 

 木曽・長良・揖斐川などの河川を利用するみなさん、 
改めて、周辺へのご配慮をお願いします。 
 
 
 
 

※ 工作物の設置等、河川法の許可が必要な行為もあります。 
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